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  告　　　　　示  

山形県告示第670号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院でなくなった。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第671号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第672号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第673号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変更年月日

事業所の名称及び所在地
指定居宅介護支援事業者の

名称及び所在地　　　　　
変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成15. 6. 1

有限会社なごみの部屋有限会社なごみの部屋

米沢市堀川町４番31号
米沢市福田町二丁目３番地

169号
米沢市堀川町４番31号

変更年月日

事業所の名称及び所在地
指定居宅介護支援事業者の

名称及び所在地　　　　　
変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成15. 6. 1

楽らくケアセンター居宅介

護支援事業所

有限会社キュアサービス指

定居宅介護支援事業所
有限会社キュアサービス

米沢市門東町二丁目７番21－101号 米沢市大町五丁目４－51米沢市大町五丁目４－51

　　　　　　　　　所 在 地　　　　　　　　　　　　名 称　　

鶴岡市馬場町２番１号鶴 岡 市 立 荘 内 病 院

認　定　期　間　　所　　　　　　在　　　　　　地　　　　名 称　　

平成15年７月１日から

平成18年６月30日まで
鶴岡市泉町４番20号鶴 岡 市 立 荘 内 病 院
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山形県告示第674号

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和36年12月県告示第1001号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年0.5％」を「年0.65％」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成15年５月23日から適用する。

２　平成15年５月23日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２条の規定に

　かかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第675号

　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程（昭和48年６月県告示第796号）の一部を次のように改正する。

　第４条の表中「年0.65パーセント」を「年0.45パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第４条の規定は、平成15年５月23日から適用する。

２　平成15年５月23日前に貸し付けられた農業総合振興資金に係る利子補給補助金の額については、改正後の第４

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第676号

　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程（平成４年６月県告示第729号）の一部を次のように改

正する。

　第２条第２項第２号ロ中「年2.15パーセント」を「年1.95パーセント」に改める。

　第４条の表中「年1.15パーセント」を「年0.95パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条及び第４条の規定は、平成15年５月23日から適用する。

２　平成15年５月23日前に貸し付けられた園芸銘柄産地育成推進資金に係る利子補給補助金の額については、改正

後の第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第677号

　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程（昭和44年９月県告示第967号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年0.5パーセント」を「年0.65パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成15年５月23日から適用する。

２　平成15年５月23日前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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山形県告示第678号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、村山北部土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第679号

　昭和53年４月県告示第553号（山形県建設工事標準下請契約約款）は、廃止する。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第680号

　次の開発行為は完了した。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成14年11月15日　　指令村総建第5035号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　第３工区

　　寒河江市大字柴橋字木ノ沢1460－１の一部、1456－１の一部、1456－２の一部、1460－11、1461－12

　　西村山郡大江町大字左沢字木ノ沢2149－１の一部、2144－１、2144－９、2144－10、2152－７

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　寒河江市大字柴橋1454番地の10

　　株式会社　サトー住販

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第681号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年３月20日　　指令村総建第5045号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東根市一本木二丁目6106－１、6122－１、6122－２、6123、6125－２、6126

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　東根市板垣大通り29号

　　株式会社　ハウスプランナー不動産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第682号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年３月28日　　指令村総建第5047号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東村山郡中山町大字長崎字塔ノ前2361－28

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

尾花沢市大字野黒沢18東 海 林　 康　 夫理　　　　　　 事
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３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東村山郡中山町大字長崎2357－３

　　横山　定伯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第683号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成15年７月１日から同７月14日まで縦覧に供する。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　米沢高畠線

２　供用開始の区間　　米沢市大字梓川字道上895番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　字道下536番まで

３　供用開始の期日　　平成15年７月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第684号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成14年４月９日　　指令庄総建第１号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　第２工区

　　東田川郡三川町大字押切新田字扇添36－１内、字深田１内

３　許可を受けた者の所在地及び名称

　　東田川郡三川町大字横山字西田85

　　三川町土地開発公社

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第91号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　その他の団体

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
15. 5.12

西置賜郡飯豊町大字萩生1500－
２

佐 藤 順 一佐 藤 義 明長 沼 桂 子 後 援 会

同
 5.12

東置賜郡高畠町大字高畠778－
10

杉 沼 憲 一小 口　 稔し ま つ 良 平 後 援 会

同
 5.22

米沢市大町２－２－20橋 本 幸 也平　山　孫兵衛置賜の未来をよくする会

同
 5.30

東置賜郡高畠町大字高畠812－
１

竹 田 哲 広石 川　 栄井 田 洋 介 後 援 会
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山形県選挙管理委員会告示第92号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　政　党

　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第93号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　政　党

同
6. 2

東置賜郡高畠町大字安久津2454大河原　修　一深 瀬 吉 男佐 藤 仁 一 後 援 会

同
6. 4

米沢市大町３－５－46大町ビル
３Ｆ

高 木 茂 之滝 口 浩 一洋 洋 倶 楽 部

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

15. 4.25

酒田市日の出町１－１

－１　　　　　　　　
酒田市幸町２－１－19主たる事務所の所在地藤 悠 会

同    
 4.25

酒田市日の出町１－１

－１　　　　　　　　
酒田市幸町２－１－19主たる事務所の所在地共 生 社 会 懇 談 会

同       

5. 1

東田川郡余目町大字余

目字三人谷地208　　 

東田川郡余目町大字余

目字土堤下18－９　　
主たる事務所の所在地小松さだとし後援会

同      

5. 2
酒田市若原町５－２　

酒田市東大町１－48－

29　　　　　　　　　
主たる事務所の所在地明るい酒田市民の会

同      

5. 6
菅 原 満 雄土 田 勇 司代 表 者土 井 ひ ろ し 後 援 会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

15. 4.25

酒田市日の出町１－１

－１
酒田市幸町２－１－19主たる事務所の所在地

自由民主党山形県酒田

市第一支部　　　　　

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成15. 3. 1解　　　　散自由連合山形県総支部
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　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第94号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成10年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成14.12. 1解　　　　散長岡健一後援会

平成14.12.25解　　　　散伊藤明栄後援会

平成14.12.25解　　　　散岩浪和吉励ます会

平成14.12.27解　　　　散小野寺賢治後援会

平成14.12.30解　　　　散山形石原慎太郎の会

平成14.12.31解　　　　散加藤敏人後援会

平成14.12.31解　　　　散定山政治経済研究会

平成14.12.31解　　　　散朋青会

平成15. 3. 1解　　　　散クレンヒル21

平成15. 3.19解　　　　散佐藤まさゆき後援会

平成15. 3.23解　　　　散井上繁雄後援会

平成15. 3.27解　　　　散五十嵐たけやを励ます会

平成15. 3.28解　　　　散奥山信治後援会

平成15. 3.31解　　　　散いとう政美後援会

平成15. 4.15解　　　　散渡辺秀夫後援会



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

844

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第95号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成11年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

(その他の政治団体）単位：円

加藤敏人後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 4. 3報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

845

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第96号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成12年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

(その他の政治団体）単位：円

加藤敏人後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 4. 3報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

846

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第97号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成13年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　 　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

(その他の政治団体）単位：円

加藤敏人後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 4. 3報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

847

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第98号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成14年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

(その他の政治団体）単位：円(資金管理団体）

加藤敏人後援会長岡健一後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 4. 315. 3.25報告年月日

00収入総額

00　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

848

(その他の政治団体）　　　単位：円(政党の支部）

いとう政美後援

会

五十嵐たけやを

励ます会

自由連合山形県

総支部
政 治 団 体 の 名 称

15. 2.2015. 3.2715. 3.26報告年月日

8,16400収入総額

8,16400　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

849

　　　　　　　　　　　　単位：円

クレンヒル 21
奥山信治後援会

（信和会）
井上繁雄後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 3.2815. 3.2815. 3.24報告年月日

164,27600収入総額

164,27600　　前年繰越額

000　　本年収入額

164,27600支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

10,36800　経常経費

10,368

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

153,90800　政治活動費

59,775

44,10000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

44,100

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

50,033　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

850

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第99号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成14年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　単位：円

渡辺秀夫後援会
佐藤まさゆき後

援会
政 治 団 体 の 名 称

15. 1.2715. 3.24報告年月日

229,7400収入総額

229,7400　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

851

（その他の政治団体）単位：円（資金管理団体）

伊藤明栄後援会長岡健一後援会
定山政治経済研

究会
政 治 団 体 の 名 称

15. 3.2815. 3.2515. 3.31報告年月日

18,50000収入総額

000　　前年繰越額

18,50000　　本年収入額

18,50000支出総額

本年収入の内訳

18,500

37

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

18,50000　政治活動費

18,500

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

852

　　　　単位：円

加藤敏人後援会
小野寺賢治後援

会

岩浪和吉励ます

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 4. 315. 3.2715. 3.27報告年月日

027,00085,668収入総額

0085,688　　前年繰越額

027,0000　　本年収入額

027,00057,300支出総額

本年収入の内訳

27,000

27

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

001,100　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

027,00056,200　政治活動費

0

27,000

0

49,200

7,000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

7,000　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

853

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第100号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年７月１日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　単位：円

山形石原慎太郎

の会
朋 青 会政 治 団 体 の 名 称

15. 3.2415. 3.31報告年月日

2,049,3114,560収入総額

2,049,3114,560　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

2,049,3110　政治活動費

2,049,3110

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

2,049,311

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1453号平成15年７月１日（火曜日）

854

(その他の政治団体）　　　単位：円(政党の支部）

いとう政美後援

会

五十嵐たけやを

励ます会

自由連合山形県

総支部
政 治 団 体 の 名 称

15. 2.2015. 3.2715. 3.26報告年月日

8,16400収入総額

8,16400　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　単位：円

クレンヒル 21
奥山信治後援会

（信和会）
井上繁雄後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 3.2815. 3.2815. 3.26報告年月日

000収入総額

000　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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  公　　　　　告  

　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第51条第２項及び第４項の規定により実施す

る平成15年度の狩猟免許の更新に係る適性試験及び講習の期日の一部を次のとおり変更する。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　単位：円

渡辺秀夫後援会
佐藤まさゆき後

援会
政 治 団 体 の 名 称

15. 4.1515. 3.24報告年月日

229,7400収入総額

229,7400　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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　（変更前）

　適性試験及び講習の期日及び場所

　（変更後）

　適性試験及び講習の期日及び場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第８条第１項第３号の規定により毒物劇物取扱者試験を次のとお

り実施する。

　　平成15年７月１日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　試験の日時及び場所

２　試験の種類

　 　一般毒物劇物取扱者試験

　 　農業用品目毒物劇物取扱者試験

　 　特定品目毒物劇物取扱者試験

３　受験手続

　　受験願書を平成15年７月４日(金)から同月25日(金)までの間に山形市松波二丁目８番１号健康福祉部保健薬務

課に提出すること（郵送による提出の場合は簡易書留とし、平成15年７月25日(金)までの消印のあるものに限り

有効とする。）

４　そ の 他

　　詳細については、健康福祉部保健薬務課（電話023(630)2333）又は最寄りの保健所に問い合わせること。

正　　　　　誤

受　　験　　者　　の　　居　　住　　地場　　　　　　所期　　　　　　日

新庄市最上総合支庁（本庁舎）平成15年７月29日（火）

金山町、舟形町及び真室川町最上総合支庁（本庁舎）平成15年７月30日（水）

最上町及び鮭川村最上総合支庁（本庁舎）平成15年７月31日（木）

受　　験　　者　　の　　居　　住　　地場　　　　　　所期　　　　　　日

新庄市最上総合支庁（本庁舎）平成15年８月６日（水）

金山町、舟形町及び真室川町最上総合支庁（本庁舎）平成15年８月７日（木）

最上町及び鮭川村最上総合支庁（本庁舎）平成15年８月８日（金）

　　　　　　　　　場 所　　　　　　　　　　　日 時　　

山形市香澄町三丁目４番５号

山形国際ホテル

平成15年８月29日(金)

午前10時30分から12時まで

行ページ
県 公 報
番　 号

発行年月日

1864号外(16)平成15. 3.31
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誤

正

誤

正

地方公営企業労働関係法第
６条ただし書の規定に基づき
組合の業務に専ら従事するこ
とを許可する
期間は○年○月○日までとす
る

地方公営企業労働関係法第
６条第１項ただし書の規定に
基づき労働組合の業務に専ら
従事することを許可する
期間は○年○月○日から○年
○月○日までとする

地方公営企業労働関係法第
６条ただし書の規定に基づき
組合の業務に専ら従事するこ
との許可を取り消す

地方公営企業労働関係法第
６条第１項ただし書の規定に
基づき労働組合の業務に専ら
従事することの許可を取り消
す
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